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秦
一
明
と
二
〇
年 

〜
二
代
目
戸
長
の
人
物
像
を
求
め
て
〜 

 

東 

川 
 

孝 

二
代
目
戸
長
秦
一
明
を
讃
え
る
会 

会
長 

 

一
．
二
〇
年
目
の
集
い 

 

平
成
二
十
年
八
月
八
日
は
、
二
代
目
戸
長
秦
一
明
の
一
二
四
年
目
の
命
日
で
あ
る
。

関
係
者
一
〇
名
は
千
歳
市
末
広
第
一
霊
園
で
墓
参
し
、
会
場
を
移
し
て
直
会

な
お
ら
い

を
開
催
、

秦
戸
長
を
偲
び
な
が
ら
今
ま
で
の
研
究
テ
ー
マ
を
語
り
合
っ
た
。最
後
に
小
生
か
ら「
墓

碑
が
改
修
さ
れ
命
日
の
墓
参
が
始
め
ら
れ
て
今
年
が
二
〇
年
目
の
大
き
な
節
目
を
迎
え

る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
会
員
皆
様
の
長
年
に
わ
た
る
献
身
的
な
努
力
の
賜
物
で
深

く
感
謝
を
申
し
上
げ
る
。
会
員
の
高
齢
化
も
あ
っ
て
今
回
を
も
っ
て
、
会
と
し
て
の
墓

参
は
終
了
す
る
。今
後
は
各
自
で
そ
れ
ぞ
れ
が
墓
参
を
し
て
ほ
し
い
」と
お
願
い
し
た
。 

 

振
り
返
れ
ば
、
な
ぜ
我
々
が
二
代
目
戸
長
の
墓
碑
改
修
と
命
日
の
墓
参
を
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
秦
一
明
の
関
係
者
が
千
歳
に
居
住
し
て
い
な
い
こ
と
、
現

職
で
急
死
し
た
こ
と
か
ら
、
当
時
の
有
志
に
よ
っ
て
墓
碑
建
立
、
そ
の
管
理
を
し
て
い

た
新
保
義
美
（
故
人
）
か
ら
、
秦
戸
長
は
初
代
戸
長
石
山
専
蔵
が
後
任
と
し
た
人
な
の

で
、
石
山
家
の
子
孫
で
あ
る
キ
ミ
に
管
理
を
願
い
た
い
と
の
要
請
が
あ
っ
た
。
昭
和
六

十
三
（
一
九
八
八
）
年
の
春
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

二
．
二
代
目
戸
長
秦
一
明
を
讃
え
る
会
の
設
立 

 

平
成
元
（
一
九
八
九
）
年
二
月
二
十
日
、
二
代
目
戸
長
秦
一
明
（
以
後
「
秦
戸
長
」

と
い
う
）
の
墓
は
傷
み
が
進
み
放
置
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
墓
碑
改

修
等
を
行
う
た
め
、
市
民
に
浄
財
を
願
う
こ
と
と
し
て
設
立
し
た
。 

こ
れ
が
多
く
の
市
民
の
理
解
と
協
力
に 

よ
っ
て
、
短
期
間
に
協
賛
者
二
一
〇
名 

（
法
人
二
一
社
を
含
む
）、
協
賛
金
一
二
七 

万
七
〇
〇
〇
円
が
募
り
、
墓
碑
改
修
、
記 

念
誌
、
協
賛
者
名
碑
な
ど
を
作
成
し
、
命 

日
に
開
眼
供
養
を
行
っ
た
。 

な
お
、
現
在
の
墓
は
昭
和
三
十
八
（
一 

九
六
三
）
年
、
北
栄
墓
地
か
ら
千
歳
市
に 

よ
っ
て
移
設
が
行
わ
れ
て
い
る
。
宗
派
は 

曹
洞
宗
で
あ
る
。 

 

三
．
秦
戸
長
の
人
物
像 

（
一
）
秦
一
明 

略
歴 

 
 

※
ゴ
シ
ッ
ク
は
札
幌
県
履
歴
書（
官
員
進
退
調
綴
込
）に
記
載
さ
れ
て
い
た
も
の
。 

原
簿 

青
森
県
東
津
軽
郡
青
森
大
町
平
民 

文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
二
月 

 
 
 

伊
予
国
新
居
浜
郡
楢
木
村
に
生
ま
れ
る 

（
名
は
斗
鬼
三
） 

・
・
・（
年
月
日
不
詳
） 

西
蒲
原
郡
源
八
新
田
山
岸
藤
四
郎 

二
女
ま
き
と
結
婚 

・
・
・
長
男
殿
三
生
ま
れ
る 

・
・
・
養
女
く
ら
入
籍 

安
政 

元(
一
八
五
四)

年
二
月
二
十
日 

 

二
女
か
ね
生
ま
れ
る
（
青
森
大
町
） 

・
・
・
渡
島
国
亀
田
郡
鍛
冶
村
五
十
一
番
地 

・
・
・
幕
府
御
抱
席 

・
・
・
二
女
か
ね
松
前
藩
・
藩
公
婦
人
腰
元 

写真-1 秦一明の墓碑（末広第一霊園） 
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慶
応 
三
（
一
八
六
七
）
年
十
月 

 
 
 

歩
兵
一
中
隊
嚮
導

（
１
）

役
取
締
・
同
心
格

（
２
） 

慶
応 
四
（
一
八
六
八
）
年 

 
 
 
 
 

（
一
月 

戊
辰
戦
争
開
戦
） 

（
九
月 

改
元
） 

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
七
月
十
五
日 

 

箱
館
府
趨
事
席

（
３
）

、
親
兵
隊
長 

八
月
二
十
六
日 

給
仕
席

（
３
） 

十
月 

 
 
 
 

（
二
十
日 

旧
幕
榎
本
軍
・
鷲
の
木
海
岸
上
陸
） 

二
十
四
日 

清
水
谷
府
知
事
に
随
行
し
て
青
森
へ
渡
海 

長
男

殿
三
（
鼓
長
）、
塩
谷
栄
作
（
分
隊
取
締
役
）
同
行 

親
兵
隊
を
新
兵
隊
と
改
称 

十
二
月 

 
 

黒
石
宿
陣
中
、
従
事
席 

明
治 

二
（
一
八
六
九
）
年 

 
 
 
 
 

（
四
月 
政
府
軍
乙
部
上
陸
・
福
山
城
奪
還
） 

四
月 

 
 

榎
本
軍
討
伐
の
た
め
上
磯
郡
泉
沢
に
渡
り
矢
不

来
・
七
重
・
亀
田
な
ど
に
転
戦 

（
五
月 

戊
辰
戦
争
終
結
） 

八
月 

 
 

榎
本
軍
降
伏
後
、
こ
の
戦
い
で
兵
員
減
の
た
め
新

兵
隊
・
在
住
隊
合
併
し
て
函
衛
隊
と
称
し
、
隊
長

に
な
る 

（
八
月 

胆
振
国
千
歳
郡
編
成
） 

（
八
月
二
十
日 

高
知
藩
支
配
） 

九
月 
 
 
 

砲
兵
隊
長
兼
務 

十
月
三
日 

 

開
拓
使
少
主
典

（
４
） 

明
治 

三
年
（
一
八
七
〇
）
年
一
月 

 
 

御
用
掛
開
拓
少
主
典 

「
斗
鬼
三
」
を
「
一
明
」
と
改
名 

（
・
・
・
高
知
藩
・
マ
マ
チ
川
両
岸
拓
殖
） 

九
月 

 
 
 

函
館
火
災
消
火
指
揮
で
手
当
三
百
匹
受
領 

明
治 

四
（
一
八
七
一
）
年
三
月 

 
 
 

函
衛
隊
長
被
免
、
同
隊
用
掛 

四
月
十
七
日 

函
衛
隊
を
護
衛
隊
と
改
称 

明
治 

五
（
一
八
七
二
）
年 

 
 
 
 
 
 

（
四
月 

開
拓
使
千
歳
出
張
所
開
庁
） 

五
月 

 
 
 
 

砲
兵
隊
解
隊
、
祝
砲
扱
い
の
砲
卒 

（
十
月 

千
歳
郵
便
局
開
局
） 

明
治 

六
（
一
八
七
三
）
年
五
月 

 
 
 
 
 

元
函
館
府
砲
兵
は
陸
軍
省
に
移
管
六
月
権
中
主

典
、
福
山
紛
擾
に
砲
兵
隊
責
任
者
と
し
て
出
勤 

七
月
四
日 

 

（
口
達
）
江
差
福
山
人
民
暴
動
ニ
付
、
歩
兵
一
小

隊
大
砲
隊
ニ
組
卒
ヒ
弘
明
丸
ニ
塔
シ
江
差
へ
向

ケ
出
張 

（
十
二
月 

室
蘭
街
道
開
通
・
千
歳
駅
逓
所
開
設
） 

明
治 

七
（
一
八
七
四
）
年
二
月
五
日 

 
 

依
願
免
本
官 

明
治 

八
（
一
八
七
五
）
年
八
月
十
四
日 

 

大
監
吏

（
５
）

申
付
（
函
館
税
関
） 

明
治 

九
（
一
八
七
六
）
年
七
月
十
六
日 

 

函
館
税
関
吏
と
し
て
明
治
天
皇
奉
迎 

明
治
十
一
（
一
八
七
八
）
年 

 
 
 
 
 
 

（
十
月 

官
営
美
々
鹿
肉
缶
詰
所
開
設
） 

明
治
十
二
（
一
八
七
九
）
年 

 
 
 
 
 
 

（
一
月 

明
治
天
皇
行
在
所
豊
平
館
着
工
） 

五
月
一
日 

 
 

小
樽
税
関
在
勤 

（
七
月 

郡
区
町
村
編
成-

五
郡
役
場
開
庁
・
本

郡
苫
小
牧
） 

（
・
・
・
寺
子
屋
開
設
） 

明
治
十
三
（
一
八
八
〇
）
年 

 
 
 
 
 
 

（
三
月 

戸
長
役
場

（
６
）

開
庁
） 

（
四
月 

小
学
校
授
業
開
始
・
戸
長
宅
） 

四
月
二
十
六
日 

依
願
免
本
官 

・
・
・
千
歳
郡
漁
村
九
番
地
塩
谷
栄
作
宅
寄
留 

・
・
・
千
歳
村
十
一
番
地
（
石
山
専
蔵
所
有
地
）
に
仮

住
ま
い 

十
月 

 
 
 
 

千
歳
村
十
九
番
地
戸
長
役
場
に
移
転 

十
月
二
十
五
日 

千
歳
郡
各
村
戸
長
任
命 

二
十
八
日 

千
歳
郡
各
村
戸
長
拝
命 
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明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
四
月 

 
 
 
 

千
歳
教
育
所
設
立
・
戸
長
授
業
を
兼
務 

（
八
月 

豊
平
館
完
成
） 

九
月
二
日 

 
 

午
前
七
時
明
治
天
皇
豊
平
館
御
発
輦 

午
後
四
時
二
十
五
分
千
歳
村
行
在
所
御
着
輦 

明
治
天
皇
を
お
迎
え
す
る 

非
常
御
立
退
所-

石
山
専
蔵
宅 

三
日 

 
 

午
前
七
時
千
歳
村
行
在
所
御
発
輦 

明
治
十
五
（
一
八
八
二
）
年 

 
 
 
 
 
 

苫
小
牧
学
校
千
歳
分
校
学
務
委
員 

明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
八
月
一
日 

 
 

札
幌
病
院
に
入
院 

八
日 

 
 

戸
長
現
職
の
ま
ま
病
気
で
死
亡 

・
・
・
妻
ま
き
追
わ
れ
る
か
の
よ
う
に
千
歳
を
去
り
、

二
女
か
ね
の
嫁
ぎ
先
・
漁
村
塩
谷
栄
作
宅
に
同

居 （
・
・
・
山
口
県
人
三
三
戸
千
歳
移
住
） 

こ
の
経
歴
を
見
る
に
、
文
政
十
一
（
一
八
二
八
）
年
の
出
生
か
ら
慶
応
三
（
一
八
六

七
）
年
の
歩
兵
一
中
隊
嚮
導
役
取
締
・
同
心
格
就
任
ま
で
の
期
間
が
ほ
ぼ
空
白
と
な
っ

て
い
る
。こ
の
三
九
年
間
は
何
を
し
て
、ど
の
よ
う
な
活
躍
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
空
白
期
間
を
調
べ
る
の
も
課
さ
れ
た
務
め
で
あ
ろ
う
。 

 

（
二
）
そ
の
人
物
像 

 

秦
戸
長
の
人
物
像
を
知
る
た
め
、
初
め
か
ら
探
し
て
い
た
の
は
本
人
の
写
真
と
人
物

の
画
で
あ
っ
た
。
道
立
文
書
館
、
函
館
市
史
編
さ
ん
室
、
函
館
税
関
等
で
調
べ
た
が
、

こ
れ
ら
は
い
ま
だ
に
不
明
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
人
物
像
は
残
念
な
が
ら
推
測
す
る
し

か
方
法
が
な
い
。
こ
こ
で
現
存
の
資
料
を
見
る
と
、 

 
 

明
治
元
（
一
八
六
八
）
年
履
歴
短
冊 

「
伊
予
国
新
居
郡
西
條
楢
木
村
・
草
莽
」 

明
治
二
（
一
八
六
九
）
年
官
員
進
退
調
綴
込 

「
松
平
右
京
大
夫
領
楢
木
村
・
元
庄
屋
」 

明
治
十
八
（
一
八
八
五
）
年
札
幌
県
履
歴
書 

 

「
渡
島
国
亀
田
郡
鍛
冶
村
五
十
一
番
地
・
平
民
」 

「
胆
振
国
千
歳
郡
千
歳
村
二
十
二
番
地
・
平
民
元
愛
媛
県
」 

と
あ
る
。 

 

こ
の
「
草
莽

そ
う
も
う

」
と
は
、
幕
末
の
正
規
の
武
士
身
分
で
は
な
い
志
士
。
本
来
は
草
む
ら

を
意
味
し
、
草
莽
の
臣
あ
る
い
は
草
莽
の
志
士
と
称
し
た
。

（
７
） 

 

秦
氏
は
東
は
美
濃
か
ら
西
は
伊
予
・
筑
前
に
及
ぶ
広
い
範
囲
に
居
住
し
、
土
木
か
ん

が
い
技
術
な
ど
先
進
技
術
を
も
た
ら
し
た
。
一
説
に
は
中
国
・
秦
か
ら
亡
命
し
た
人
、

朝
鮮
半
島
出
身
の
新
羅

し
ら
ぎ

の
渡
来
人
と
す
る
説
が
あ
る
が
、近
年
は
後
者
が
有
力
と
あ
る

（
８
）

。 
 

草
莽
の
志
士
は
、
前
述
の
と
お
り
武
士
以
外
の
身
分
の
も
の
だ
が
、
楢
木
村
の
秦
氏

は
、
西
條
の
東
飯
岡
を
支
配
し
た
豪
族
で
あ
る
が
天
正
の
陣
後
、
そ
の
一
族
の
一
部
が

楢
木
に
帰
農
し
た
と
い
わ
れ
る
。「
西
条
誌
」（
天
保
十
三
（
一
八
四
二
）
年
儒
学
者
日

野
暖
太
郎
和
煦
編
）
に
よ
れ
ば
「
こ
の
者
の
家
、
御
拝
地
前
よ
り
庄
屋
に
て
、
当
村
の

開
基
な
り
と
い
う
。（
中
略
）
代
々
庄
屋
役
を
勤
む
」
と
の
記
録
が
あ
る
。
そ
の
末
裔
の

一
人
が
秦
斗
鬼
三
で
あ
っ
た
。 

 

幕
末
の
西
條
藩
は
尊
王
の
気
風
が
強
か
っ
た
が
、
西
條
藩
は
、
御
三
家
紀
州
徳
川
家

の
分
家
に
当
た
り
、
藩
政
上
も
宗
家
和
歌
山
藩
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
。
藩
論
も
大
勢

と
し
て
、
宗
藩
に
な
ら
っ
て
佐
幕
の
方
針
で
あ
っ
た
。 

 
秦
家
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
斗
鬼
三
は
、
近
藤
篤
山
・
南
海
ら
の
思
想
に
影
響
を
受

け
、
草
莽
の
志
士
と
し
て
出
莽

し
ゅ
っ
ぽ
ん

し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

 

（
三
）
新
潟
・
青
森
で
の
行
動 

 

平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
八
月
の
大
谷
レ
ポ
ー
ト
「
秦
一
明
と
そ
の
末
裔
」
に
よ
る
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と
、
秦
戸
長
は
、
新
潟
県
平
民
山
岸
藤
四
郎
二
女
ま
き
と
結
婚
、
子
に
は
殿
三
、
か
ね
、

養
女
く
ら
が
い
る
。
か
ね
は
安
政
元
（
一
八
五
四
）
年
二
月
二
十
日
出
生
、
年
月
日
不

詳
で
青
森
県
東
津
軽
郡
青
森
大
町
「
秦
一
明
二
女
入
籍
ス
」
と
な
っ
て
い
る
。 

 

当
時
の
青
森
は
、
人
口
七
〜
八
千
人
の
津
軽
藩
の
港
町
・
青
森
大
町
は
現
在
青
森
県

立
郷
土
館
の
あ
る
辺
り
で
、
当
時
は
商
工
業
者
の
マ
チ
で
あ
っ
た
。 

 

か
ね
は
、
渡
島
国
の
住
人
塩
谷
栄
作
と
結
婚
す
る
。
塩
谷
栄
作
は
弘
化
二
（
一
八
四

五
）
年
生
ま
れ
、
函
衛
隊
員
で
、
の
ち
に
千
歳
郡
漁

い
ざ
り

村
（
現
恵
庭
市
大
町
）
に
移
り
、

明
治
二
十
六
（
一
八
九
三
）
年
、
支
笏
湖
の
現
在
の
丸
駒
温
泉
の
以
前
に
、
温
泉
旅
館

を
経
営
し
た
。
ま
た
恵
庭
村
総
代
人
で
も
あ
っ
た
。 

 

か
ね
四
代
の
末
に
あ
た
る
塩
谷
克
彦
は
、か
ね
の
孫
に
あ
た
る
祖
母
小
林
ユ
キ
か
ら
、

栄
作
は
松
前
藩
棒
術
指
南
役
、
か
ね
は
藩
公
夫
人
の
身
の
廻
り
の
世
話
を
す
る
腰
元
で

あ
っ
た
が
、
恋
仲
に
な
り
駆
け
落
ち
同
然
で
恵
庭
に
来
た
と
言
い
聞
か
さ
れ
て
い
た
と 

話
す
。
除
籍
簿
に
よ
る
と
塩
谷
栄
作
の
父
は
塩
谷
松
右
衛
門
。
栄
作
は
足
軽
身
分
か
、

一
代
御
抱
え
の
棒
術
指
南
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

結
婚
の
時
期
は
不
明
だ
が
、
明
治
維
新
当
時
、
栄
作
四
一
歳
、
か
ね
一
四
歳
で
あ
る
。 

 

図-

１
の
家
系
図
を
見
る
と
、
身
内
関
係
の
経
過
は
わ
か
る
が
、
秦
戸
長
自
ら
の
動
き

は
見
え
て
こ
な
い
。
新
潟
・
青
森
で
は
何
を
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
親
戚
関
係
で
の

仕
事
か
、
ま
た
は
草
莽
の
志
士
と
し
て
の
何
ら
か
の
活
動
を
し
て
い
た
の
か
、
今
は
資 

料
不
足
の
た
め
判
断
は
で
き
な
い
。 

 

し
か
し
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
箱
館
府
給
事
席
、
開
拓
使
権
中
主
典
、
函
館
税

関
吏
を
務
め
、
千
歳
郡
各
村
戸
長
と
し
て
明
治
天
皇
行
幸
を
お
迎
え
し
た
こ
と
か
ら
、 

経
歴
の
空
白
期
間
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
で
こ
の
こ
と
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 

想
う
に
、
草
莽
の
志
士
と
し
て
国
を
出
て
最
後
の
仕
事
と
し
て
明
治
天
皇
を
迎
え
、 

幕
末
か
ら
明
治
の
激
動
の
時
代
を
強
く
生
き
抜
い
た
の
は
大
き
な
ロ
マ
ン
で
あ
り
、
男

の
本
懐
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

                   
四
．
石
山
専
蔵 

 
小
樽
税
関
を
退
官
し
た
秦
一
明
は
、
娘
婿
・
塩
谷
栄
作
の
も
と
に
寄
留
す
る
。
一
明

を
開
設
間
も
な
い
寺
子
屋
教
育
所
に
招
い
た
の
が
千
歳
郡
各
村
戸
長
石
山
専
蔵
で
あ
る
。

専
蔵
は
草
創
期
の
千
歳
で
駅
逓
取
扱
人
、
総
代
、
初
代
戸
長
な
ど
を
歴
任
し
た
人
物
と

し
て
知
ら
れ
る
。 

 

専
蔵
は
就
任
七
ヵ
月
余
り
で
戸
長
を
辞
任
す
る
。
そ
の
後
任
に
任
命
さ
れ
た
の
が
秦 図-1 秦・塩谷家の家系図 
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一
明
で
あ
っ
た
。 

石
山
専
蔵
は
室
蘭-

岩
見
沢
に
鉄
道
が
開
設
さ
れ
る
頃
、
稚
内
に
移
住
す
る
。
こ
の
時

す
で
に
分
家
し
て
い
た
七
三
郎
は
千
歳
に
残
る
。
七
三
郎
は
水
田
開
発
の
た
め
蘭
越
か

ら
根
志
越
ま
で
の
用
水
溝
開
鑿
に
あ
た
り
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
で
知
ら
れ

る
。 

 

五
．
今
後
の
課
題 

 

秦
戸
長
の
墓
碑
所
在
地
は
次
の
と
お
り
。 

 
 

所
在
地 

千
歳
市
稲
穂
二
丁
目 

千
歳
市
末
広
第
一
霊
園 

三
Ａ
区
三
列
ヌ
号 

 
 

使
用
面
積 

四
平
方
㍍ 

 
 

許
可
年
月
日 

昭
和
三
十
二
年 

再
発
行 

平
成
元
年
七
月
四
日 

 

二
代
目
戸
長
秦
一
明
を
讃
え
る
会
は
、
平
成
元
年
か
ら
墓
碑
の
管
理
と
命
日
の
墓
参

を
続
け
て
二
〇
年
に
な
っ
た
が
、
今
は
当
時
の
関
係
者
も
死
亡
、
転
勤
、
高
齢
化
等
に

よ
っ
て
、
本
来
の
目
的
を
十
分
に
果
た
せ
な
く
な
っ
た
。
今
後
の
管
理
を
ど
う
す
る
の

か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

秦
戸
長
は
、
千
歳
草
創
期
の
戸
長
と
し
て
、
小
学
校
の
開
設
、
明
治
天
皇
行
幸
の
奉

迎
な
ど
、
本
市
の
基
盤
を
築
い
た
功
労
者
で
も
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
ほ
し
い
。

『
増
補
千
歳
市
史
』
の
執
筆
者
で
北
海
道
文
化
賞
を
受
賞
し
た
作
家
、
長
見
義
三
は
生

前
、
秦
一
明
の
墓
は
千
歳
市
の
史
跡
ま
た
は
文
化
財
と
し
て
市
が
指
定
す
べ
き
で
は
な

い
か
と
発
言
し
て
い
る
。 

 

奇
し
く
も
今
年
は
、
戸
長
役
場
開
庁
一
三
〇
年
の
年
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
市
を
中

心
と
し
た
関
係
者
で
よ
く
検
討
す
る
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。 

 

聡
明
な
皆
様
の
よ
い
知
恵
を
期
待
し
て
筆
を
置
く
。  

 
 
 
 

（
文
中
敬
称
略
） 

                   

 
 

註 （
１
）
部
隊
が
横
隊
に
編
成
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
両
翼
に
配
置
し
て
整
頓
・
行
進
な
ど
の
基

準
と
す
る
者
、
各
一
名
を
い
う
。（
軍
隊
用
語
）
先
立
っ
て
導
く
こ
と
。
案
内
。 

（
２
）
江
戸
幕
府
の
配
下
に
属
し
、
与
力
の
下
に
あ
っ
て
庶
務
、
警
察
の
事
を
つ
か
さ
ど
っ
た
下

図-2 石山家の家系図 
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級
役
人 

（
３
）
箱
館
裁
判
所
（
の
ち
の
箱
館
府
）
の
内
部
組
織
の
職
名
。
司
事
・
参
事
・
従
事
・
給
事
・

趨
事
席
・
無
等
の
順
位
と
な
る
。 

（
４
）
明
治
二
年
当
時
、
開
拓
使
職
員
総
数
三
三
五
名
、
少
主
典
は
一
一
位
・
五
三
名
・
年
俸
五

〇
石
（
五
〇
円
）、
権
中
主
典
は
一
〇
位 

（
５
）
税
関
の
内
部
組
織
。
監
吏
総
長
、
監
吏
副
総
長
、
監
吏
長
、
監
吏
副
長
、
大
監
吏
、
中
監

吏
、
小
監
吏
の
七
階
級
が
あ
っ
た
。
大
監
吏
は
月
給
二
三
円
、
現
在
の
職
制
で
係
長
相
当
。 

（
６
）
現
在
の
市
役
所
の
こ
と
。
明
治
十
一
年
の
郡
区
町
村
制
編
制
法
に
基
づ
き
、
北
海
道
で
は

翌
年
か
ら
施
行
さ
れ
、
札
幌
と
函
館
に
の
み
区
制
（
現
市
制
）
を
と
り
、
そ
の
他
は
旧
来
の
郡

の
下
に
八
二
六
町
村
を
定
め
た
。
し
か
し
当
時
は
寡
少
な
財
政
事
情
の
た
め
、
郡
・
町
村
ご
と

に
役
場
が
設
置
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
数
町
村
を
も
っ
て
一
つ
の
役
場
を
設
置
し
た
。
千
歳
郡

各
村
戸
長
役
場
も
同
様
で
、
明
治
十
三
年
千
歳
村
、
長
都
村
、
漁
村
、
島
松
村
、
蘭
越
村
、
烏

柵
舞
村
の
六
ヵ
村
を
も
っ
て
戸
長
役
場
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
戸
長
役
場
の
多
く
は
北
海

道
一
・
二
級
町
村
制
の
施
行
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
級
及
び
一
級
町
村
へ
移
行
し
て
い
っ
た

が
、
戸
長
役
場
が
全
て
消
滅
し
た
の
は
大
正
十
二
年
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
千
歳
最
後
の
戸

長
は
、
一
六
代
間
山
俊
助
で
あ
っ
た
（
大
正
三
年
五
月
三
十
日
〜
大
正
四
年
三
月
三
十
一
日
） 

（
７
）
幕
藩
体
制
社
会
の
構
造
的
変
化
の
中
で
、
浪
人
、
郷
土
、
豪
農
、
豪
商
な
ど
武
士
以
外
の

身
分
の
者
が
、
政
治
運
動
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た

層
の
参
加
が
、
明
治
維
新
を
幕
藩
制
の
再
編
成
に
と
ど
め
な
い
深
刻
さ
を
も
た
ら
し
た
（『
新

編
日
本
史
事
典
』
東
京
創
元
社
よ
り
）。
ま
た
、『
千
歳
市
民
文
芸 

第
七
号
』（
昭
和
五
十
四

年
十
一
月
発
行
）
の
「
千
歳
開
基
の
頃
」
で
長
見
義
三
は
、
草
莽
と
は
「
明
治
維
新
草
莽
運
動

史
」（
高
木
俊
輔
著
）
に
よ
る
と
、 

 
 

一
．
尊
攘
討
幕
の
主
唱
者
た
る
豪
家
の
農
商 

 
 

二
．
豪
農
・
地
主
・
庄
屋
な
ど
の
村
役
人
層
で
あ
り
、
し
か
も
手
作
経
営
主
で
あ
る
も
の 

 
 

三
．
地
方
的
な
市
場
圏
の
担
い
手
で
あ
る
在
郷
商
人
層 

 

の
諸
説
が
あ
る
が
、
経
済
的
に
み
れ
ば
在
郷
商
人
と
か
、
豪
家
の
農
商
を
示
す
「
豪
農
」
層
を

表
わ
し
、
政
治
的
に
は
尊
王
攘
夷
派
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
高
山
彦
九
郎
を
「
草
莽

の
臣
」
と
呼
ぶ
観
念
が
あ
る
。
そ
の
心
を
も
っ
て
秦
戸
長
は
自
分
の
肩
書
と
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
と
解
説
し
て
い
る
。 

（
８
）
大
谷
敏
三 

平
成
十
七
（
二
〇
〇
五
）
年 

「
秦
一
明
の
故
郷
を
訪
ね
て
」 

 

秦
一
明
を
讃
え
る
会
研
究
発
表 

                  

 

別表 秦一明を讃える会・研究発表テーマ一覧 

戸長就任前に秦が勤めていた函
館税関の広報誌に会の活動が紹
介された（平成10年）。 
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〃10 秦一明の居所について 守屋憲治 
〃11 新兵隊と秦一明 大谷敏三 
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